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亀
井
昭
陽
の
『
荘
子
噴
説
』
に
つ
い
て

連

清

寛
保
（
一
七
四

0
1
一
七
四
三
）
か
ら
天
保
（
一
八
三

0
1
一
八
四
三
）
に
か
け
て
、
九
州
学
界
の
頂
点
に
立
つ
の
は
亀
井
家
一
円
で

あ
っ
た
。
ま
ず
亀
井
聴
因
は
祖
係
学
に
傾
倒
し
、
肥
前
の
僧
大
潮
が
祖
徳
学
に
心
を
深
く
ひ
そ
め
る
と
聞
き
、
息
南
冥
を
や
っ
て
僧
大
潮

に
入
門
さ
せ
、
祖
傑
風
の
文
芸
を
学
ば
せ
た
。
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
、
南
冥
は
上
洛
の
途
中
、
徳
山
で
島
田
藍
泉
と
知
り
合
っ
た
。
藍

泉
は
つ
と
に
滝
鶴
台
に
従
っ
て
但
徳
学
を
習
得
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
、
南
冥
は
長
男
の
昭
陽
を
藍
泉
の
下
に
送
っ

て
教
え
を
受
け
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
、
南
冥
は
黒
田
藩
西
学
甘
栄
館
の
祭
酒
に
任
命
さ
れ
、
祖
徳
系

統
の
学
問
を
講
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
寛
政
二
年
（
一
七
九
二
）
、
異
学
の
禁
の
あ
お
り
を
受
け
、
亀
井
学
は
反
朱
子
学
派
と
し
て
指
弾
さ
れ
、
南
冥
は
教
授
職
を
融

け
ら
れ
、
終
身
禁
足
の
処
分
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
同
十
年
（
一
七
九
八
）
、
甘
栄
館
は
唐
人
町
の
火
事
で
類
焼
し
、
再
建
を
許
さ
れ
な
か
っ

た
。
以
上
、
要
す
る
に
学
問
の
系
統
か
ら
い
え
ば
、
亀
井
家
三
代
の
学
問
は
明
ら
か
に
祖
係
学
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、

昭
陽
の
『
読
弁
道
』
で
は
こ
う
い
う
。

余
、
生
来
、
古
文
辞
三
言
を
悪
む
。
（
首
則
）

四
七



四
八

つ
ま
り
、
昭
陽
は
自
分
が
但
僚
の
古
文
辞
学
派
に
帰
属
す
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
に
激
し
く
反
発
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
上
述
の
亀
井
南

冥
・
昭
陽
父
子
の
不
運
な
境
遇
に
よ
る
発
言
と
も
思
わ
れ
よ
う
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
昭
陽
は
、
父
南
冥
と
自
分
と
の
学
問
が
、

た
だ
祖
練
学
を
継
承
す
る
も
の
で
は
な
く
、
古
文
辞
学
と
は
異
な
っ
た
独
自
の
亀
井
学
の
存
在
を
主
張
し
た
か
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
昭
陽
の
『
家
学
小
言
』
で
も
次
の
よ
う
に
い
う
。

古
言
を
以
て
古
義
を
徴
す
る
は
、
物
氏
こ
れ
を
得
。
然
る
に
そ
の
徴
す
る
所
は
、
歯
葬
多
く
、
牽
合
固
滞
多
く
、
謹
多
し
。
そ
の
才

識
堂
堂
た
れ
ど
も
、
文
理
密
察
な
る
こ
と
少
な
き
に
因
る
な
り
。
（
第
二
十
章
）

つ
ま
り
、
宋
儒
、
特
に
朱
子
が
理
学
に
よ
っ
て
孔
、
孟
の
学
説
を
理
解
す
る
の
に
対
し
て
、
祖
僚
が
よ
り
古
い
注
釈
に
よ
っ
て
儒
家
経
典

の
真
義
を
探
究
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
正
し
く
賢
明
で
あ
る
と
、
昭
陽
は
祖
傑
を
ま
ず
誉
め
る
。
し
か
し
祖
傑
が
経
典
を
解
釈
す
る
た
め
に

引
用
す
る
と
こ
ろ
の
古
典
に
こ
じ
つ
け
が
多
く
、
し
か
も
説
明
に
も
誤
り
が
多
い
と
、
昭
陽
は
祖
篠
を
批
判
す
る
。
祖
僚
の
「
歯
葬
、
語
」

の
多
い
こ
と
に
関
し
て
は
、
昭
陽
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

今
の
学
者
当
に
古
文
を
識
る
を
以
て
要
と
為
す
べ
し
。
此
れ
物
子
の
格
言
な
り
。
し
か
れ
ど
も
物
子
の
古
言
の
賠
忽
支
離
に
胎
い
て

は
、
宋
儒
よ
り
甚
だ
し
き
も
の
有
り
。
他
無
し
、
其
の
大
な
る
も
の
を
企
て
て
、
そ
の
小
な
る
も
の
を
持
ま
ず
。
此
れ
そ
の
大
な
る
も

の
と
併
せ
て
累
ま
れ
る
所
以
な
り
。
：
：
：
（
中
略
）
況
ん
や
弁
道
は
、
卒
々
と
し
て
撰
す
る
所
に
し
て
、
筆
を
振
っ
て
其
の
胸
中
の
誼

む
所
を
鳴
ら
す
を
や
、
復
た
心
を
尽
く
し
て
こ
れ
を
絞
登
せ
ず
。
故
に
文
辞
も
亦
播
然
と
し
て
観
る
べ
き
無
し
。
（
『
読
弁
道
』
第
二
十

五
則
）

こ
こ
で
、
但
僚
が
古
文
辞
を
提
唱
し
て
、
ま
ず
古
文
を
学
ぶ
べ
き
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
ま
こ
と
に
正
し
い
。
し
か
し
祖
僚
は
文
章
を
書
く

の
に
軽
率
で
、
己
れ
の
心
情
を
吐
露
す
る
の
に
熱
中
す
る
余
り
、
撤
密
な
論
理
や
詳
し
い
考
証
の
工
夫
に
欠
け
て
い
、
従
っ
て
所
説
が
混

乱
し
て
理
解
し
難
い
箇
所
の
多
い
こ
と
、
宋
儒
よ
り
も
甚
だ
し
い
と
。
さ
ら
に
い
う
。

物
子
典
諜
に
疎
し
。
未
だ
嘗
て
審
ら
か
に
嘉
の
鱗
を
用
う
る
所
以
を
考
え
ず
。
弁
名
に
日
く
、
莞
の
鱗
に
胎
け
る
、
徒
ら
に
其
の
才
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を
知
る
の
み
に
し
て
そ
の
悪
を
知
ら
ず
と
。
既
に
命
を
放
ち
族
を
坦
せ
よ
と
日
う
。
置
に
其
の
悪
を
知
ら
ざ
ら
ん
や
。
哀
し
い
か
な
、

物
子
。
且
つ
舜
の
鱗
を
坦
す
は
、
こ
れ
を
せ
し
む
る
者
は
誰
ぞ
や
。
物
子
謬
ま
れ
る
か
な
。
（
『
読
弁
道
」
第
十
一
則
）

先
王
四
述
の
説
は
、
物
子
の
明
通
な
り
。
た
だ
其
の
詩
を
説
く
を
為
す
所
は
、
大
抵
お
お
む
ね
国
風
の
み
。
雅
頒
を
謂
う
は
何
ぞ
や

0

．
（
中
略
）
わ
ず
か
二
南
の
み
に
し
て
、
以
て
詩
を
尽
く
す
べ
け
ん
や
。
あ
え
物
子
過
て
り
。
（
同
上
、
第
二
十
二
則
）

詩
は
本
も
と
定
義
な
し
、
何
ぞ
必
ず
し
も
序
の
言
う
所
を
守
り
て
以
て
不
易
の
説
と
為
さ
ん
や
。
物
子
序
の
序
た
る
所
以
を
知
ら
ず
。

・
（
中
略
）
大
序
は
乃
ち
関
唯
の
解
、
古
人
偶
た
ま
関
睦
に
珍
い
て
敷
制
し
て
以
て
こ
れ
を
長
ず
る
の
み
と
。
余
案
ず
る
に
此
の
文

義
は
確
か
な
ら
ず
。
大
序
は
乃
ち
関
雌
の
序
に
し
て
、
関
雄
の
解
と
謂
う
べ
か
ら
ず
。
関
躍
は
開
巻
の
第
一
首
な
り
、
故
に
其
の
序
に

除
い
て
詩
を
説
き
、
音
を
説
き
、
六
義
を
説
き
、
変
風
を
説
い
て
而
し
て
周
南
、
召
南
に
及
ぶ
。
偶
然
に
敷
街
す
と
謂
う
べ
か
ら
ざ
る

な
り
。
物
子
序
を
信
ぜ
ず
、
故
に
其
の
関
雄
の
序
に
診
け
る
や
、
亦
た
蒙
耳
の
知
き
の
み
。
（
同
上
、
第
二
十
二
則
）

こ
こ
で
、
「
物
子
は
典
諜
に
疎
し
」
と
は
、
但
保
は
『
尚
書
』
の
各
篇
の
真
偽
に
つ
い
て
は
詳
し
く
考
証
せ
ず
、
し
か
も
全
書
の
要
旨
も
は
っ

き
り
発
揮
し
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ま
た
「
二
南
の
み
に
し
て
、
以
て
詩
を
尽
く
す
べ
け
ん
や
。
あ
え
物
子
過
て
り
」
や
「
物

子
序
を
信
ぜ
ず
、
故
に
其
の
関
唯
の
序
に
斡
げ
る
や
亦
た
蒙
耳
の
如
き
の
み
」
と
は
、
担
保
は
古
文
辞
学
を
主
張
す
る
の
に
、
『
詩
経
』
で

は
国
風
の
周
南
と
召
南
し
か
認
め
て
い
な
い
。
そ
れ
で
は
本
来
経
学
の
本
旨
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
儒
教
の
経
典
主
義
を
支
え
る
根
源
と
も

い
え
る
詩
序
を
信
じ
な
い
こ
と
に
な
る
。
但
傑
は
経
典
の
宗
旨
と
経
学
源
流
の
伝
承
を
十
分
に
探
究
し
て
は
い
な
い
で
は
な
い
か
、

と
批

判
す
る
の
で
あ
る
。

上
述
し
た
よ
う
に
、
昭
陽
は
但
棟
の
論
述
の
道
筋
が
粗
雑
で
あ
る
こ
と
や
、
経
学
を
深
く
研
究
し
て
い
な
い
こ
と
を
批
判
し
、
世
間
で

い
く
ら
亀
井
家
の
学
問
が
祖
徳
学
の
系
統
と
い
わ
れ
て
い
て
も
、
昭
陽
自
身
は
単
な
る
祖
練
学
派
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
無
条
件
で
認
め

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
昭
陽
が
「
余
の
畢
世
の
力
を
詩
書
に
用
い
る
は
、
な
お
先
考
の
論
語
に
お
け
る
が
ご
と
し
」
）
と
い
っ

て
、
祖
傑
が
な
お
ざ
り
に
し
た
と
批
判
す
る
経
学
研
究
に
自
ら
は
専
心
し
、
従
っ
て
自
分
の
主
な
著
述
、
た
と
え
ば
『
周
易
倦
考
』
、
『
尚

四
九



一五

O

書
考
』
、
『
毛
詩
考
』
、
『
礼
記
抄
説
』
、
『
左
伝
績
考
』
、
『
論
語
語
由
述
志
』
な
ど
は
殆
ん
ど
経
伝
の
注
釈
で
あ
る
こ
と
を
力
説
し
て
い
る
こ

と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
昭
陽
の
経
学
研
究
の
特
色
は
「
古
学
派
の
本
領
で
あ
る
字
句
の
厳
密
詳
審
な
考
証
は
も
と
よ
り
、
篇
全

体
を
段
落
や
章
節
ご
と
に
区
切
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
や
特
色
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
な
が
ら
全
体
を
構
造
的
図
示
的
に
理
解
し
よ
う
と

し
た
点
に
あ
る
」
。
だ
か
ら
、
幕
末
の
朱
子
学
者
楠
本
碩
水
も
「
本
邦
異
学
の
徒
、
学
力
あ
る
者
は
伊
藤
仁
斎
父
子
・
物
但
僚
に
過
ぐ
る

者
な
し
。
亀
井
昭
陽
継
い
で
起
こ
る
。
そ
の
経
説
に
お
け
る
や
、
遠
く
伊
物
の
上
に
出
ず
」
と
昭
陽
の
学
問
の
特
色
が
経
学
に
あ
る
こ
と
、

お
よ
び
そ
の
秀
れ
た
学
才
を
高
く
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
昭
陽
の
学
問
の
中
心
は
あ
く
ま
で
経
学
で
あ
り
、
し
か
も
彼
の
研
究
の
特
色
は
古
文
辞
学
派
系
統
の
学
問
よ
り
一
歩
進
ん
だ

き
び
し
い
考
証
に
踏
み
込
ん
で
い
て
、
世
間
一
般
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
昭
陽
は
祖
徳
学
派
の
一
員
で
は
あ
る
が
、
著
述
や
主
張
、
研
究

の
仕
方
か
ら
す
れ
ば
、
古
文
辞
学
派
を
超
え
た
立
場
に
立
つ
も
の
と
い
え
る
。
昭
陽
自
ら
そ
う
自
負
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

『
荘
子
』
の
注
釈
に
関
し
て
は
昭
陽
は
『
荘
子
輩
音
』
三
巻
と
『
荘
子
璃
説
』
三
巻
を
書
い
て
い
る
。
亀
井
家
『
万
暦
家
内
年
鑑
』
に
よ

る
と
、
『
荘
子
教
音
』
は
文
化
五
年
（
一
八

O
八
）
、
昭
陽
三
十
六
歳
の
時
に
で
き
て
お
り
、
『
荘
子
璃
説
』
は
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
、

昭
陽
六
十
三
歳
の
時
、
つ
ま
り
死
ぬ
一
年
前
に
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
『
荘
子
費
音
」
が
ど
の
よ
う
に
完
成
さ
れ
た
の

か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
『
荘
子
噴
説
』
が
で
き
あ
が
る
経
緯
に
つ
い
て
は
、
昭
陽
の
『
空
石
日
記
』
に
記
述
が
あ
る
。
『
空
石
日
記
』
を

繰
っ
て
み
る
と
、
『
荘
子
璃
説
』
の
完
成
過
程
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る

文
政
元
年
（
一
八
一
八
）

九
月
十
四
日

十
七
日

夜
会
荘
子
。

夜
会
斉
物
論
。
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二
十
七
日

十
月
一
日

四
日

七
日

十
一
日

十
二
日

十
七
日

二
十
一
日

二
十
四
日

十
一
月
十
四
日

十
七
日

二
十
四
日

二
十
七
日

十
二
月
四
日

五
日

七
日

文
政
二
年
（
一
八
一
九
）

正
月
二
十
四
日

荘
子
会
。
（
養
生
主
畢
）

夜
会
荘
子
。

会
荘
子
。

夜
会
荘
子
。

是
日
当
会
荘
子
、
命
緩
一
日
。

夜
会
荘
子
。
（
按
ず
る
に
前
日
を
補
う
者
）
（
「
按
ず
る
に
」
云
々
は
筆
者
の
挿
入
、
下
同
じ
）

夜
会
荘
子
。

夜
会
荘
子
。

夜
会
荘
子
。

夜
会
荘
子
。

夜
荘
子
会
。

夜
会
荘
。

夜
会
荘
（
秋
水
畢
）
。

夜
荘
会
。

呼
友
也
改
定
荘
子
、
毛
詩
、
蒙
求
、
中
庸
会
目
、
並
書
帖
壁
。
但
傑
集
講
子
荘
子
会
前
、
詩
、
荘
、
蒙
並
間
二

日
。
（
按
ず
る
に
友
也
は
昭
陽
の
長
女
少
棄
な
り
）

夜
会
荘
子
。

削
友
也
読
荘
子
七
篇
。

五



二
月
二
十
八
日

三
月
一
日

四
日

七
日

十
一
日

十
四
日

二
十
一
日

二
十
四
日

四
月
九
日

二
十
八
日

閏
四
月
一
日

十
六
日

文
政
四
年
（
一
八
二
ご

三
月
四
日

-'-
／、

日

文
政
五
年十

一ノ日
/¥ 

六
月
十
一
日

十

日

夜
始
会
荘
子
田
子
方
篇
。

夜
会
荘
子
。

夜
会
荘
子
。

夜
会
荘
子
。

夜
会
荘
子
。

夜
荘
子
会
。

夜
荘
子
会
。

荘
子
会
。

夜
荘
子
会
。

夜
荘
子
会
。

夜
荘
子
卒
会
。

荘
子
寛
宴
。

為
正
遵
始
講
荘
子
。

講
斉
物
論
。

正
遵
帰
。
（
按
ず
る
に
正
遵
帰
り
、
乃
ち
荘
子
を
卒
講
す
）

知
厚
請
講
荘
子
、
許
之
。

先
食
起
、
一
覧
遁
遥
遊
。
食
後
、
講
遁
遥
遊
、
終
篇
。

五



亀井昭陽の『荘子績説』について

十
四
日

十
五
日

十
六
日

十
七
日

十
九
日

二
十
二
日

二
十
四
日

二
十
五
日

二
十
八
日

二
十
九
日

十
一
月
四
日

九
日

十
四
日

十
九
日

朝
校
斉
物
論
、
食
後
談
。

為
祇
園
会
、
騒
荘
子
講
。

校
荘
子
。

朝
披
閲
斉
物
論
、
養
生
主
。
食
後
談
了
。
文
披
人
間
世
通
覧
。

講
了
人
間
世
。

講
徳
充
符
、
聞
大
宗
師
。

昨
講
徳
充
符
、
大
宗
師
。
今
又
講
大
宗
師
、
未
尽
。

報
荘
子
講
、
校
荘
、
尽
応
帝
王
。

講
荘
。

応
帝
王
講
了
。

夜
荘
子
会
。

荘
子
会
。

夜
会
荘
子
。

夜
会
荘
子
。

文
政
六
年
（
一
八
二
三
）

二
月
二
十
四
日
荘
子
会
。

二
十
八
日
荘
子
会
。

三
月
五
日

九
日

夜
荘
子
会
。

夜
荘
子
会
。

一
五
三



十
九
日

四
月
朔
日日

九
日

十
四
日

五
月
朔
日

四
日

文
政
八
年
（
一
八
二
五
）

十
二
月
二
十
一
日

夜
荘
子
会
。

夜
荘
子
会
、
因
酔
鞍
。

夜
荘
子
会
。

夜
天
下
篇
会
。

夜
荘
子
内
篇
会
。

夜
荘
子
会
。

夜
人
間
世
会
。

五
月
二
十
九
日

文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
） 抄

荘
子
。

八
月
五
日

九
月
四
日

十
二
月
十
三
日

天
保
四
年
（
一
八
三
三
）

五
月
十
八
日

九
月
十
三
日

天
保
五
年
（
一
八
三
四
）

十
月
二
十
一
日

一
五
四

朝
講
増
左
伝
、
止
荘
子
。
（
按
ず
る
に
再
び
荘
子
を
講
ず
る
の
時
日
は
知
ら
ず
）

荘
子
始
講
。

荘
子
属
講
。

荘
子
卒
講
。

夜
荘
子
会
。

夜
荘
子
会
。

始
草
荘
子
噴
説
。



十
一
月
四
日

七
日

十
六
日

十
二
月
十
六
日

十
九
日

天
保
六
年
（
一
八
三
五
）

正
月
十
三
日

十
五
日

二
十
四
日

三
月
七
日

亀井昭陽の『荘子瑛説』について

十
九
日

四
月
十
一
日

六
月
二
日

十
六
日

閏
七
月
十
九
日

二
十
九
日

八
月
三
日

夜
荘
子
会
。

夜
荘
子
会
。

夜
荘
子
会
。

易
、
荘
子
卒
講
。
（
按
ず
る
に
両
行
小
字
で
「
大
有
、
天
道
」
と
記
す
る
が
、
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
易
、
荘
子
篇
名

で
あ
る
。
何
れ
の
時
に
始
ま
る
か
を
知
ら
ず
。
）

終
日
釈
荘
覚
労
。

句
点
荘
子
説
。

噴
説
句
点
了
。

『
荘
子
噴
説
』
卒
業
。

易
謙
、
荘
子
天
運
続
講
。

朝
甚
寒
、
講
易
不
講
荘
子
。

夜
宮
婿
来
、
以
荘
子
会
、

不
得
対
酌
。

荘
子
卒
講
。

荘
子
爆
講
。

釘
『
荘
子
噴
説
』
。

緒
方
連
来
、
乞
止
五
六
日
、
削
稿
、
講
斉
物
論
。

為
連
講
斉
物
論
。

一
五
五



一
五
六

以
上
の
日
記
の
記
録
に
よ
る
と
、
文
政
元
年
九
月
か
ら
天
保
六
年
八
月
に
か
け
て
の
十
七
年
間
、
昭
陽
は
『
荘
子
』
を
前
後
五
回
講
義
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
文
政
四
年
三
月
、
正
道
の
た
め
に
斉
物
論
篇
を
、
同
五
年
六
月
、
知
厚
の
願
い
に
よ
っ
て
、
「
内
七
篇
」
を
、
同
十

一
年
、
十
二
年
と
天
保
五
、
六
年
に
一
回
づ
っ
、
さ
ら
に
同
六
年
六
月
、
緒
方
氏
の
依
頼
で
斉
物
論
篇
を
講
じ
、
な
お
、
夜
に
弟
子
を
集

つ
ま
り
「
文
政
二
年
間
四
月
十
六
日
、
荘
子
寛
宴
」
と
同
「
六
年
四
月
九
日
、
夜
天
下
篇
会
」
と
同
五
月
よ

り
天
保
六
年
四
月
ま
で
、
だ
い
た
い
毎
週
二
回
、
弟
子
と
『
荘
子
」
を
研
鎖
し
、
さ
ら
に
三
か
月
を
か
け
て
、
訓
詰
考
証
し
て
、
し
か
も

増
補
を
加
え
て
、
『
荘
子
噴
説
』
を
作
り
上
げ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
『
荘
子
理
説
」
と
は
、
昭
陽
が
長
い
年
月
を
か
け
、
『
荘
子
』
の
講
義

や
研
究
会
を
催
し
な
が
ら
、
な
お
か
つ
在
来
諸
家
の
訓
詰
注
釈
に
適
宜
取
捨
を
加
え
、
文
字
を
校
訂
し
、
思
想
を
解
明
し
て
完
成
さ
せ
た

め
て
読
書
会
を
三
回
聞
き
、

書
な
の
で
あ
る
。

昭
陽
は
三
十
六
歳
の
時
に
、
『
荘
子
震
音
』
を
撰
述
し
て
、
そ
の
後
、
十
七
年
の
問
、
『
荘
子
」
を
講
義
し
た
り
、
研
究
会
で
研
鎖
し
た

り
、
さ
ら
に
解
釈
を
加
え
、
『
荘
子
噴
説
』
を
完
成
し
た
。
従
っ
て
、
『
荘
子
噴
説
』
に
よ
っ
て
も
経
学
研
究
の
場
に
診
い
て
示
し
た
方
法

論
、
つ
ま
り
、
広
く
在
来
諸
家
の
注
釈
を
適
宜
引
用
し
な
が
ら
、
撤
密
に
論
理
を
積
み
重
ね
て
い
く
論
証
が
随
所
に
見
ら
れ
る
。
第
一
に
、

ま
ず
『
荘
子
項
説
』
に
お
い
て
日
本
の
も
の
で
あ
る
と
中
国
の
も
の
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
在
来
の
『
荘
子
』
の
注
釈
書
が
数
多
く
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
『
荘
子
噴
説
』
で
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
『
荘
子
』
の
注
釈
書
は
、
晋
の
郭
象
の
『
荘
子
注
』
、

唐
の
成
玄
英
の
『
荘
子
疏
』
、
陸
徳
明
の
『
荘
子
音
義
』
、
宋
の
林
希
逸
の
『
荘
子
膚
斎
口
義
』
、
楕
伯
秀
の
『
荘
子
義
海
纂
微
』
、
明
の
朱

得
之
の
『
荘
子
通
義
』
、
陸
長
庚
の
『
荘
子
副
墨
』
、
沈
一
貫
の
『
荘
子
通
』
、
焦
弱
侯
の
『
荘
子
翼
』
、
楊
慎
の
『
荘
子
閥
誤
』
、
清
の
胡
文

英
の
『
荘
子
独
見
』
、
林
西
仲
の
『
荘
子
園
』
、
お
よ
び
当
時
の
秦
鼎
の
『
荘
子
因
補
義
』
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
『
荘
子
現
説
』

が
漢
貌
以
下
、
唐
、
宋
を
へ
、
明
、
清
に
至
る
ま
で
の
主
な
『
荘
子
』
注
釈
、
及
び
本
邦
の
新
出
の
著
書
を
学
派
に
限
ら
ず
に
殆
ん
ど
見



落
し
な
く
収
集
し
読
破
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
第
二
に
、
『
荘
子
』
の
研
究
史
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
『
荘
子
璃
説
』
で
は
、
郭
象
の

注
と
成
玄
英
の
疏
と
陸
徳
明
の
音
義
な
ど
の
、
い
わ
ゆ
る
中
国
で
『
荘
子
』
を
読
む
の
に
欠
か
せ
な
い
注
釈
書
、
お
よ
び
日
本
の
江
戸
中

期
以
来
『
荘
子
』
理
解
の
基
準
と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
林
希
逸
の
口
義
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
朱
得
之
の
『
荘

子
通
義
』
や
胡
文
英
の
『
荘
子
独
見
』
や
林
西
仲
の
『
荘
子
園
」
な
ど
明
、
清
の
註
疏
、
つ
ま
り
中
国
近
時
の
秀
れ
た
斬
新
な
研
究
書
が

い
ち
早
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
こ
そ
、
注
目
さ
れ
高
く
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、
『
荘
子
噴
説
』
の
形
式
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
ま
ず
、
内
篇
七
篇
、
耕
揖
篇
及
び
天
下
篇
で
は
、
冒
頭
に
か
ん
た
ん
な
解
題
を
付

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
各
篇
の
要
旨
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
唯
だ
大
な
る
も
の
の
み
、
能
く
遁
遥
し
て
遊
ぶ
な
り
」
（
遁
遥
遊
篇
）
「
諸

家
是
非
定
ま
ら
ず
、
故
に
荘
盟
未
だ
始
め
よ
り
物
有
ら
ざ
る
の
説
を
以
て
物
の
論
を
斉
し
く
す
」
（
斉
物
論
篇
）
「
朱
注
、
南
華
経
の
後
序

な
り
と
、
こ
れ
を
得
」
（
天
下
篇
）
な
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
続
い
て
本
文
か
ら
問
題
の
箇
条
を
摘
録
し
、
二
子
空
格
を
お
い
て
晋

の
郭
象
か
ら
清
の
林
西
仲
に
至
る
ま
で
の
諸
説
を
適
宜
引
用
し
な
が
ら
論
評
を
加
え
、
そ
の
う
え
で
自
ら
の
見
解
を
披
濯
す
る
。
次
に
そ

の
一
例
を
挙
げ
る
。

亀井昭陽の『荘子積説Jについて

（ 

ー
） 

（ 

ー
） 

梁
の
簡
文
、
読
み
て
廓
落
と
為
す
。
沈
注
に
、
平
浅
の
貌
と
あ
り
。
（
遁
遥
遊
篇
）

亦
因
是
也
衆
狙
の
是
と
す
る
所
に
因
る
な
り
。
（
老
子
、
万
物
の
自
然
を
輔
げ
て
敢
て
為
さ
ず
。
荘
周
こ
れ
に
因
り
、
藍
本
と

為
す
。
）
（
斉
物
論
篇
）

自
本
自
根
、
未
有
天
地
、
自
古
以
固
存
上
の
八
字
、

瓢
落

（ 

ー
） 

一
句
に
し
て
字
二
句
な
る
に
似
た
り
、
根
と
存
と
は
拒
韻
、
文
字
倣
詑
た

り
。
（
余
始
め
八
字
一
句
を
以
て
是
と
為
す
、
今
こ
れ
を
改
む
。
）
（
大
宗
師
篇
）

（
一
）
は
梁
の
簡
文
帝
の
疏
と
沈
一
貫
の
注
を
引
用
し
て
『
荘
子
』
の
こ
と
ば
を
解
釈
す
る
。
（
一
一
）

は
『
老
子
』
と
「
荘
子
』
と
の
関

係
を
説
明
し
、
（
三
）
の
「
余
始
め
八
字
一
句
を
以
て
是
と
為
す
、
今
こ
れ
を
改
む
」
と
は
、
注
釈
の
訂
正
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

一
五
七



一
五
八

は
彼
が
文
化
五
年
（
一
八

O
八
）
、
三
十
六
歳
の
時
に
著
述
し
た
『
荘
子
費
音
』
の
「
斉
物
論
」
に
あ
る
「
自
本
自
根
未
有
天
地
、
自
古
以

固
存
、
上
の
八
字
一
句
を
以
て
是
と
為
す
亦
倣
詑
の
文
字
に
な
ら
ず
や
」
に
対
し
て
、
音
韻
学
に
お
け
る
用
韻
の
関
係
か
ら
、
一
句
を
二

句
に
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
解
釈
を
改
め
て
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
例
に
よ
れ
ば
、
昭
陽
が
『
荘
子
噴
説
』
を
作
る
の
に
、

上
に
も
述
べ
た
よ
う
に
前
賢
の
注
を
適
宜
引
用
し
て
い
る
こ
と
、
『
老
子
』
と
『
荘
子
』
と
の
関
わ
り
と
い
う
重
要
課
題
を
念
頭
に
お
い
て

い
る
こ
と
、
お
よ
び
長
い
年
月
を
か
け
て
、
さ
ら
に
詳
し
く
研
鎖
し
た
上
で
、
数
十
年
前
に
完
成
し
た
も
の
を
訂
正
し
て
い
る
こ
と
等
々

が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
『
荘
子
噴
説
』
の
内
容
を
よ
り
一
歩
進
め
る
と
、
文
章
の
章
節
の
分
析
や
錯
簡
の
指
摘
、
従
来
の
注
釈
の
誤
り
に
つ
い
て
の
考
証

な
ど
が
み
ら
れ
る
。
例
え
ば

A
野
馬
也

三
の
也
の
字
、
皆
以
て
下
文
を
起
こ
し
て
、
下
に
こ
の
邪
の
字
を
以
て
こ
れ
を
受
く
。
（
遣
遥
遊
篇
）

B
属
之
人

自
ら
其
の
醜
を
知
る
な
り
。
前
章
を
受
け
て
楊
墨
を
遥
罵
す
。
或
は
廿
字
を
以
て
前
章
に
連
ね
ん
と
欲
す
。
然
れ
ど
も
下

文
の
美
悪
の
字
、
此
と
映
帯
す
。
（
天
地
篇
）

A
は
遁
遥
遊
篇
で
「
野
馬
也
、
塵
挨
也
、
生
物
之
以
息
相
吹
也
」
の
三
つ
の
「
也
」
の
字
は
、
す
べ
て
下
文
の
「
天
の
蒼
々
、
其
正
色
邪
、

其
遠
而
無
所
至
其
極
邪
」
の
二
つ
の
「
邪
」
の
字
と
連
結
し
対
応
す
る
助
字
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。

B
は
あ
る
ひ
と
は

天
地
篇
で
「
属
之
人
」
云
々
二
十
字
は
前
章
に
属
す
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
属
の
人
が
自
分
の
醜
さ
を
知
る
と
、
下
文
の
「
美
悪
有
間
」

と
い
う
美
臨
の
差
別
あ
る
と
文
章
の
繋
ぎ
を
結
び
つ
け
て
い
る
の
で
、
人
間
の
美
醜
と
い
う
価
値
判
断
を
区
切
り
と
し
て
「
席
之
人
」
云
々

二
十
字
は
下
文
と
連
続
す
べ
き
だ
と
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。
又

多
男
子
則
多
懐
此
章
、
荘
の
文
に
非
、
其
の
力
弱
な
り
。
（
天
地
篇
）

内
篇
の
語
を
引
き
、
是
の
章
、
自
筆
に
非
ざ
る
者
を
見
わ
す
な
り
。
（
天
道
篇
）

語
々
重
複
す
前
文
な
る
こ
と
必
せ
り
。
（
天
運
篇
）

荘
子
日

夫
至
繁



「
其
の
力
弱
」
と
は
文
章
の
勢
い
が
衰
え
て
い
る
も
の
で
あ
り
。
「
語
語
、
重
複
す
」
と
は
文
字
の
繰
り
返
し
の
指
摘
で
あ
り
。
「
内
篇
の

語
を
引
く
」
と
は
内
篇
の
文
章
を
引
用
し
て
い
る
が
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
独
自
的
な
創
造
で
な
く
、
既
成
の
も
の
を
繰
り
返
す
ば
か
り
で
あ

る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
此
章
、
荘
文
に
非
ず
」
と
「
是
の
章
、
自
筆
に
非
ざ
る
者
を
見
わ
す
」
と
「
術
文
必
せ
り
」
と

は
、
い
ず
れ
も
文
章
の
形
式
に
よ
っ
て
、
荘
子
の
自
筆
か
否
か
、
あ
る
い
は
錯
簡
か
否
か
、
を
考
証
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
『
荘
子

噴
説
』
を
繰
っ
て
み
る
と
、
こ
と
ば
が
粗
い
、
文
章
の
筋
が
乱
れ
て
い
る
、
果
た
し
て
荘
子
の
自
著
か
ど
う
か
と
い
っ
た
指
摘
は
、
殆
ん

ど
『
荘
子
』
の
外
、
雑
篇
を
注
釈
し
た
部
分
に
見
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
『
荘
子
』
の
編
成
に
つ
い
て
、
昭
陽
は
『
荘
子
』
の
外
、
雑
篇
を
荘

子
の
自
筆
で
は
な
い
と
疑
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
又

亀井昭陽の『荘子頑説Jについて

以
指
輪
指
之
非
指
今
の
学
者
の
儒
道
を
以
て
仏
道
を
論
ず
る
が
知
し
。
（
斉
物
論
篇
）

以
非
指
若
し
非
儒
道
を
以
て
非
儒
道
を
視
れ
ば
、
則
ち
仏
は
自
ら
仏
な
り
。
（
斉
物
論
篇
）

彼
其
是
也
、
以
其
不
知
也
我
が
先
考
、
仁
の
説
を
知
ら
ず
、
大
い
に
此
に
符
合
す
。
朱
子
、
物
子
の
こ
れ
を
知
る
を
以
て
の
故
に
、

終
に
近
か
ら
ざ
る
な
り
（
知
北
遊
篇
）

い
う
と
こ
ろ
の
「
儒
道
を
以
て
仏
道
を
論
ず
」
と
は
徳
川
幕
府
初
期
以
来
の
朱
子
学
者
が
仏
教
を
解
釈
す
る
仕
方
で
あ
り
、
古
学
派
の
学

者
が
朱
子
学
を
激
し
く
批
判
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
昭
陽
は
「
儒
道
に
非
ざ
る
を
以
て
儒
道
に
非
ざ
る
を
視
れ
ば
、
す
な
わ
ち

仏
は
自
ら
仏
な
り
」
と
い
う
。
つ
ま
り
仏
教
を
解
釈
す
る
に
は
、
儒
道
に
よ
ら
ず
、
仏
教
の
説
で
理
解
す
る
こ
と
こ
そ
妥
当
だ
と
主
張
す

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
我
が
先
考
、
仁
を
知
ら
ざ
る
の
説
：
：
：
。
朱
子
、
物
子
、
其
の
こ
れ
を
知
る
を
以
て
の
故
に
つ
い
に
近
か
ら
ざ

る
な
り
」
と
は
、
宋
儒
と
り
わ
け
朱
子
の
集
註
と
但
僚
の
『
論
語
徴
』
と
は
『
論
証
巴
の
真
義
を
発
揮
し
え
て
い
な
い
と
批
判
し
、
「
仁
」

の
内
容
は
か
な
り
理
解
し
が
た
い
の
で
あ
っ
て
、
よ
り
具
体
的
な
説
で
『
論
語
巴
が
説
明
で
き
な
い
な
ら
ば
、
「
不
知
を
不
知
と
為
さ
ぱ
、

こ
れ
知
な
り
」
と
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
。

一
五
九
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四

『
荘
子
』
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
昭
陽
は
「
荘
子
噴
説
』
の
解
題
に
お
い
て
概
略
説
明
し
て
い
る
が
、
『
荘
子
』

の
本
文
を
平
易
に
し
か
も
深
奥
に
解
釈
し
て
い
る
箇
所
も
見
え
る
。
例
え
ば
、
「
唯
だ
大
な
る
も
の
の
み
能
く
遭
遇
し
て
遊
ぶ
な
り
」
と
は

遺
遥
遊
篇
の
解
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
「
大
」
と
「
迫
遥
遊
」
と
の
意
味
を
合
わ
せ
て
解
釈
す
る
の
が
、
迫

遥
遊
篇
の
末
尾
に
あ
る
「
恵
子
と
荘
子
と
の
問
答
」
説
話
で
あ
る
。

二
章
皆
（
恵
子
）
其
の
大
に
し
て
用
無
き
を
詰
ぐ
る
な
り
。
而
し
て
周
は
則
ち
唯
だ
大
人
の
み
能
く
大
物
を
用
う
る
の
意
を
言
っ
て
、

以
て
一
篇
の
義
を
終
う
。

大
見
解
の
人
、
唯
だ
域
外
に
お
い
て
の
み
大
自
在
を
得
、
こ
れ
周
の
洗
洋
自
恋
と
し
て
、
人
間
に
敷
る
者
な
り
。

い
う
と
こ
ろ
の
「
大
人
」
と
「
大
見
解
」
と
の
「
大
」
は
、
超
越
的
な
存
在
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、

つ
ま
り
大
き
く
な
れ
ば
大
き
く
な

る
ほ
ど
そ
の
有
用
性
は
窮
ま
る
と
こ
ろ
が
な
い
、
た
と
え
ば
大
鵬
が
ふ
る
い
た
っ
て
飛
期
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
言
葉
を
換
え
て
言

え
ば
、
人
が
人
間
界
の
規
制
を
超
克
し
て
大
自
在
の
精
神
を
う
れ
ば
、
自
由
自
在
に
世
の
中
で
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
解
釈
は
、
養
生
主
篇
に
あ
る
「
庖
了
解
牛
」
の
説
話
の
注
釈
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

理
に
順
っ
て
行
い
て
、
市
も
物
と
争
わ
ず
。
（
「
依
乎
天
理
」
の
注
）
事
な
け
れ
ば
静
に
し
て
こ
れ
を
養
う
。
（
「
善
万
市
蔵
之
」
の
注
）

皆
生
を
養
う
の
理
な
り
。
（
「
得
養
生
駕
」
の
注
）

「
天
理
」
に
因
循
し
て
他
人
と
争
わ
な
い
と
は
、
他
人
の
存
在
を
尊
重
す
る
こ
と
、
い
わ
ゆ
る
彼
と
我
と
共
に
自
然
に
存
在
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
つ
ま
り
我
れ
が
絶
対
に
正
し
い
と
い
う
偏
頗
な
観
点
を
も
た
ず
に
、
人
間
と
自
然
と
共
に
自
由
自
在
に
生
き
て
い
く
こ
と
こ

そ
、
人
間
な
り
に
最
高
の
生
き
方
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
遁
遥
遊
で
あ
り
、
「
養
生
の
理
」
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
昭
陽
は
「
大
自
在
」
に
よ
っ
て
「
荘
子
』
の
「
生
」
の
問
題
を
理
解
し
よ
う
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
荘
子
』
に
あ
る
「
死
」
に



つ
い
て
は
昭
陽
は
ど
う
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
「
遺
遥
遊
」
と
「
養
生
主
」
と
を
一
貫
し
た
解
釈
や

思
想
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
養
生
主
篇
の
「
（
秦
失
）
三
号
市
出
」
に
、
昭
陽
は
こ
う
注
釈
す
る
。

生
死
変
無
く
し
て
、
主
神
乃
ち
全
き
な
り
。

い
う
と
こ
ろ
の
「
生
死
変
無
し
」
と
は
「
化
を
以
て
命
と
為
し
、
其
の
天
然
を
守
り
て
物
と
化
変
せ
ず
（
『
｝
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
万
物
の
栄

枯
盛
衰
は
自
然
界
に
常
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
人
聞
に
生
死
老
病
が
あ
る
の
も
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
生

死
も
自
然
で
あ
り
当
然
で
あ
る
と
知
れ
ば
、
真
の
生
き
方
を
得
て
、
伸
び
や
か
で
楽
し
い
生
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
論
述
か
ら
、
昭
陽
は
『
荘
子
』
が
問
題
に
す
る
死
生
を
「
自
然
の
常
」
と
捉
え
、
そ
し
て
こ
う
し
た
「
自
然
の
常
」
で
あ
る
養

生
の
道
を
得
た
と
き
、
人
聞
は
自
由
に
生
き
る
楽
し
さ
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

斉
物
論
篇
は
『
荘
子
』
で
最
も
重
要
な
篇
目
で
あ
り
、
従
来
の
注
釈
者
も
か
な
り
詳
し
い
訓
詰
解
説
を
行
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
昭
陽

が
こ
の
篇
を
学
力
の
限
り
を
尽
く
し
て
注
釈
し
て
い
る
の
も
当
然
で
あ
る
が
、
『
荘
子
現
説
』
の
斉
物
論
篇
の
解
釈
に
つ
い
て
特
に
注
目
す

べ
き
は
、
論
理
的
な
分
析
の
形
を
取
り
入
れ
て
斉
物
論
篇
の
宗
旨
を
探
究
し
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
以
下
、
昭
陽
の
注
釈

を
と
り
あ
げ
な
が
ら
説
明
し
て
い
こ
う
。

亀井昭陽の『荘子演説』について

諸
家
是
非
定
ま
ら
ず
、
故
に
荘
里
未
だ
始
め
よ
り
物
あ
ら
ざ
る
の
説
を
以
て
、
物
の
論
を
斉
し
く
す
。
（
斉
物
論
篇
の
解
題
）

つ
ま
り
、
昭
陽
は
荘
子
当
時
の
学
者
が
ひ
た
す
ら
自
分
の
考
え
が
正
し
い
と
思
い
こ
ん
で
、
い
わ
ゆ
る
自
己
絶
対
主
義
の
意
識
か
ら
こ
う

し
た
是
非
の
論
争
を
起
こ
す
の
も
や
む
を
え
な
い
と
し
た
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
、
荘
子
は
自
由
自
在
に
生
き
て
い
く
世
界
は
私
心
の
な

い
、
い
わ
ゆ
る
「
物
の
先
に
遊
ぶ
、
故
に
我
無
し
（
日
）
で
あ
つ
で
、
私
心
が
な
け
れ
ば
我
彼
是
非
の
紛
争
も
な
く
な
る
と
主
張
し
た
。
と
こ

ろ
で
、
な
ぜ
絶
対
自
由
の
世
界
に
は
私
心
が
な
く
、
従
っ
て
人
間
界
に
も
自
己
絶
対
主
義
が
存
在
し
な
い
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
昭

陽
は
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
。

百
骸
九
寂

一
節
は
形
骸
の
上
に
就
き
て
其
の
不
斉
の
理
を
挙
ぐ
。
（
斉
物
論
篇
）

ム

／、
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昭
陽
は
こ
こ
で
人
間
の
体
の
器
官
の
形
と
そ
の
は
た
ら
き
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
人
聞
は
十
人
十
色
そ
れ
ぞ
れ
違
っ

て
い
る
わ
け
で
、
そ
れ
を
是
と
非
と
に
む
り
や
り
分
別
し
基
準
化
す
る
の
は
困
難
だ
と
述
べ
る
。
文
、

喜
怒
哀
楽
一
節
は
情
性
の
上
に
就
き
て
其
の
不
斉
の
理
を
挙
ぐ
。
（
斉
物
論
篇
）

「
喜
怒
哀
楽
」
は
人
間
の
常
情
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
遭
遇
し
た
事
柄
に
よ
っ
て
、
喜
ん
だ
り
怒
っ
た
り
悲
し
ん
だ
り
楽
し
ん
だ
り
す
る
。

そ
う
し
た
中
で
ひ
た
す
ら
喜
び
を
追
求
し
、
悲
し
み
を
避
け
よ
う
と
す
る
の
も
こ
れ
ま
た
常
理
で
は
な
い
。
文
、

因
是
因
非
是
に
因
れ
ば
則
ち
亦
た
非
に
因
る
な
り
。
物
理
従
来
是
く
の
如
し
。
（
斉
物
論
篇
）

是
と
非
と
は
相
対
し
て
生
ず
る
も
の
で
、
我
と
彼
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
我
を
是
と
し
彼
を
非
と
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
絶
対

的
で
は
な
い
。
自
分
の
考
え
は
間
違
い
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
て
も
他
人
の
考
え
が
正
し
い
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
道
理
と
は
本

来
そ
う
し
た
も
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
「
形
骸
」
や
「
情
性
」
や
「
物
理
」
に
よ
っ
て
み
れ
ば
、
自
然
界
に
は
絶
対
的
に
固
定
化
し
た
物
事
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
な
ら

ば
人
聞
が
自
己
絶
対
主
義
に
執
着
す
る
の
は
、
自
然
界
の
常
理
と
相
反
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
と
ば
を
換
え
て
言
え
ば
、
昭
陽
は
人
聞
の
か

ら
だ
の
器
官
と
そ
の
は
た
ら
き
や
、
人
の
感
情
や
自
然
界
の
常
理
か
ら
、
荘
子
が
自
己
絶
対
主
義
を
拒
否
す
る
理
由
を
説
き
明
か
す
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
当
時
の
自
己
中
心
的
な
社
会
状
況
の
下
で
、
こ
う
し
た
周
囲
に
荘
子
は
ど
う
対
応
し
た
の
か
。
昭
陽
は
こ
う
理
解
す
る
。

我
れ
其
の
中
に
居
る
が
故
に
、
以
て
四
外
に
応
ず
ぺ
し
。
（
斉
物
論
篇
「
以
応
無
窮
」
の
注
）

い
う
と
こ
ろ
の
「
居
中
」
と
は
、
中
間
者
の
立
場
に
立
っ
て
、
両
極
に
偏
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
以
て
四
外
に
応
ず
べ
し
」
と

は
、
「
居
中
」
の
位
置
に
定
立
す
れ
ば
、
た
と
え
周
囲
で
是
と
非
の
論
議
が
紛
糾
し
自
分
が
そ
う
し
た
状
況
に
囲
ま
れ
で
も
困
惑
せ
ず
に
、

善
と
悪
、
是
と
非
の
対
立
を
調
和
さ
せ
て
ス
ム
ー
ズ
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
昭
陽
は
世
俗
の
立
場
で

あ
る
是
か
非
か
と
い
う
分
別
に
執
着
せ
ず
に
、
「
其
の
是
を
是
と
し
、
其
の
非
を
非
と
し
、
我
応
じ
て
弁
ぜ
ず
」
、
「
衆
皆
得
れ
ば
則
ち
百
事

畢
る
も
亦
た
彼
の
是
と
す
る
と
こ
ろ
に
因
り
て
こ
れ
に
導
く
あ
り
」
と
し
て
事
物
に
対
応
し
つ
つ
、
悠
々
と
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る



と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
昭
陽
の
理
解
す
る
荘
子
の
世
間
に
対
応
す
る
方
法
で
あ
る
。
文
、

喪
偶
二
字
は
一
篇
の
緊
要
な
り
。
（
斉
物
論
篇
「
喪
其
偶
」
の
注
）

「
喪
偶
」
と
は
わ
が
身
の
存
在
を
忘
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
斉
物
論
篇
の
要
で
あ
り
、
眼
目
で
あ
る
と
昭
陽
は
主
張
す
る
。
そ
れ
は

な
ぜ
か
。
実
は
自
分
自
身
の
存
在
さ
え
忘
れ
れ
ば
、
自
己
絶
対
主
義
と
い
う
偏
っ
た
見
方
は
生
じ
な
い
。
自
己
絶
対
主
義
に
執
着
し
な
け

れ
ば
、
い
う
ま
で
も
な
く
彼
と
此
、
善
と
悪
と
の
対
立
も
な
く
、
こ
う
し
た
境
地
に
到
達
す
れ
ば
、
世
俗
の
論
争
、
い
わ
ゆ
る
彼
此
、
是

非
の
対
立
を
容
易
に
超
克
す
る
こ
と
が
で
き
、
自
分
の
生
を
楽
し
む
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
も
ま
た
昭
陽
が
理
解
す
る
荘
子
の
世
間
に
対

応
す
る
方
法
な
の
で
あ
る
。

亀井昭陽の『荘子演説』について

以
上
の
論
述
を
概
括
す
れ
ば
、
荘
子
は
「
居
中
」
い
わ
ゆ
る
中
間
者
の
立
場
に
立
つ
こ
と
と
自
分
の
存
在
を
忘
れ
る
こ
と
を
生
き
る
道

と
し
て
対
立
し
合
う
是
非
百
論
争
を
超
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
世
界
で
自
在
に
活
動
で
き
る
と
昭
陽

は
考
え
た
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
荘
子
は
「
居
中
」
、
「
喪
偶
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
い
わ
ゆ
る
中
間
者
の
立
場
に
立
つ
と
な
ぜ
自
分

の
存
在
を
忘
れ
ら
れ
る
の
か
。
そ
の
理
論
的
形
而
上
的
根
拠
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
昭
陽
は
次
の
よ
う
に
解
答
す
る
。

大
明
に
し
て
物
論
を
歓
む
。
（
斉
物
論
篇
「
進
乎
日
」
の
注
）

日
や
月
の
光
は
万
物
の
大
小
、
高
低
を
問
わ
ず
に
照
ら
し
出
す
。
若
し
人
間
も
日
や
月
の
よ
う
な
平
等
さ
大
き
さ
を
持
っ
て
お
れ
ば
、
論

争
の
端
緒
と
な
る
彼
此
・
是
非
の
対
立
を
引
き
起
こ
す
こ
と
は
な
い
。
言
葉
を
換
え
て
言
え
ば
、
昭
陽
の
い
う
「
大
明
」
と
は
超
越
的
存

在
で
あ
り
、
人
間
も
世
俗
の
紛
争
を
乗
り
超
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
こ
の
超
越
的
存
在
を
会
得
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
又
、

万
同
じ
か
ら
ず
し
て
混
然
と
大
観
す
。
市
同
上
「
和
以
天
侃
」
の
注
）

唯
だ
達
人
の
み
大
観
し
て
通
じ
て
一
と
な
る
を
知
る
。
凡
そ
物
論
も
亦
た
反
観
し
て
合
一
し
、
紛
紛
た
る
是
非
、
夢
境
を
以
て
了
断

す
。
（
向
上
「
物
化
」
の
注
）

い
う
と
こ
ろ
の
「
万
（
物
）
同
じ
か
ら
ず
し
て
混
然
と
大
観
す
」
と
は
、
自
然
界
の
万
物
は
そ
れ
ぞ
れ
異
っ
た
形
で
現
わ
れ
て
い
る
が
、

一占ハ
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空
中
か
ら
み
れ
ば
皆
湾
然
一
体
の
状
態
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
処
世
の
問
題
を
考
え
る
と
、
自
己
中
心
の
態
度
を
捨
て
て
自
ら
の
心

に
他
人
の
立
場
も
考
え
る
余
裕
を
も
て
ば
我
と
彼
と
の
考
え
は
実
は
た
い
し
た
相
違
を
も
た
な
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
つ
ま
り
昭
陽

の
い
う
「
大
観
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
超
越
的
な
観
点
か
ら
世
の
中
の
是
非
や
善
悪
な
ど
の
差
別
を
「
夢
境
」
の
う
ち
に
、
つ
ま
り
「
荘
周

夢
に
胡
蝶
と
な
る
」
の
心
境
か
ら
大
観
的
に
超
克
す
る
こ
と
で
あ
る
。

「
大
明
」
の
「
明
」
と
「
大
観
」
の
「
観
」
は
い
う
ま
で
も
な
く
処
世
の
方
法
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
処
世
の
方
法
で
あ
る
明
と
観
と
に

そ
れ
ぞ
れ
「
大
」
の
字
を
付
け
加
え
る
の
は
、
日
や
月
が
万
物
を
照
ら
す
状
態
、
空
中
か
ら
見
て
さ
な
が
ら
自
然
界
の
諸
現
象
が
津
然
一

体
と
し
て
表
れ
る
よ
う
に
見
え
る
そ
う
し
た
超
越
的
な
観
点
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、
「
大
明
」
や
「
大
観
」
は
荘
子

の
人
間
の
生
き
方
を
会
得
す
る
た
め
の
諸
方
法
の
理
論
的
、
形
而
上
的
根
拠
で
あ
っ
て
、
ま
た
「
大
見
解
の
人
、
唯
だ
域
外
に
お
い
て
の

み
大
自
在
を
得
。
こ
れ
（
荘
）
周
の
洗
洋
恋
と
し
て
人
間
に
敷
る
者
」
の
「
大
見
解
の
人
」
と
同
義
で
あ
る
。
つ
ま
り
精
神
が
世
俗
を
超

克
す
る
境
地
に
到
達
す
れ
ば
自
由
自
在
に
人
生
を
楽
し
む
生
き
方
が
で
き
る
と
昭
陽
は
主
張
し
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
は
昭
陽
の
「
斉
物
論
」
篇
に
対
す
る
理
論
的
分
析
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
「
諸
家
是
非
定
ま
ら
ず
、
故
に
荘
皇
、
未
だ
始
め

よ
り
物
あ
ら
ざ
る
の
説
を
以
て
、
物
の
論
を
斉
し
く
す
る
な
り
」
は
こ
の
篇
の
解
題
で
あ
り
同
時
に
要
約
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
「
百
骸
九

一
節
は
情
性
の
上
に
就
き
て
其
の
不
斉
の
理
を
挙
ぐ
」
「
因
是

憲
、
一
節
は
形
骸
の
上
に
就
き
て
其
の
不
斉
の
理
を
挙
ぐ
」
「
喜
怒
哀
楽
、

因
非
、
是
に
因
れ
ば
則
ち
亦
た
非
に
因
る
な
り
。
物
理
従
来
是
く
の
如
し
」
と
は
人
間
界
の
諸
存
在
は
元
来
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
の
で
、
必
ず

し
も
絶
対
的
な
自
己
中
心
主
義
に
執
着
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ど
う
す
れ
ば
当
時
の
是
非
の
混
乱
に
対
応
で
き
る
の
か
。

そ
れ
は
「
我
れ
其
の
中
に
居
る
が
故
に
以
て
四
外
に
応
ず
べ
し
」
と
「
喪
偶
二
字
は
一
篇
の
緊
要
な
り
」
と
す
る
。
眼
目
は
自
己
中
心
主
義

を
排
除
し
た
中
間
者
の
位
置
に
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
な
ぜ
「
居
中
」
や
「
喪
偶
」
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
。
昭
陽
は
、
こ
れ
を

「
大
明
」
と
「
大
観
」
と
い
う
超
越
的
な
立
場
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
し
、
こ
れ
を
理
論
的
、
形
而
上
的
根
拠
と
し
て
説
明
す
る
。

最
後
に
、
昭
陽
の
『
荘
子
噴
説
』
で
注
目
す
べ
き
解
釈
の
一
つ
に
「
和
は
是
れ
荘
子
の
第
一
義
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
徳
充



符
篇
の
「
徳
者
、
成
和
之
惰
」
の
注
釈
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
成
和
の
僑
」
の
究
極
は
自
然
の
平
衡
を
得
て
、
す
べ
て
の
対
立
を
調
和
さ
せ

る
と
い
う
「
和
以
天
伺
」
の
立
場
に
到
達
す
る
と
説
く
。
つ
ま
り
死
と
生
、
困
窮
と
栄
達
な
ど
は
事
象
の
変
化
で
あ
り
、
こ
う
し
た
さ
ま

ざ
ま
な
変
化
を
超
克
す
る
と
き
、
人
聞
は
万
物
と
共
に
春
の
和
や
か
さ
で
生
き
る
道
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
。

五

お
お
よ
そ
次
の
如
く
で
あ
る
。
昭
陽
の
『
荘
子
』
注
釈
書
は
、
文
化
五
年
に
書
か
れ
た
『
荘
子
穀
音
』
と
天
保

六
年
に
完
成
し
た
『
荘
子
噴
説
』
で
あ
る
。
「
荘
子
費
音
』
は
そ
の
成
立
の
過
程
が
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
『
荘
子
墳
説
」
は
『
空
石
日
記
』

に
よ
れ
ば
、
昭
陽
が
十
七
年
間
、
『
荘
子
』
の
五
回
の
講
義
、
三
回
の
読
書
会
を
経
て
、
さ
ら
に
三
ヵ
月
を
か
け
解
釈
校
正
し
て
で
き
あ
が
っ

た
も
の
で
あ
る
。
『
荘
子
璃
説
』
で
は
従
来
の
註
疏
が
広
く
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
昭
陽
の
学
問
は
経
典
主
義
で
あ
り
考
証
学
で
あ

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
引
用
さ
れ
た
注
釈
書
を
み
れ
ば
、
中
国
の
『
荘
子
』
解
釈
史
上
最
も
重
視
さ
れ
た
郭
象
の
注
・
成
玄
英

の
疏
も
あ
れ
ば
、
江
戸
期
に
『
荘
子
』
を
読
む
の
に
よ
く
参
考
さ
れ
た
林
希
逸
の
口
義
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
、
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き

以
上
述
べ
た
こ
と
は
、

亀井昭陽の『荘子墳説』について

は
当
時
、
邦
人
の
新
作
で
あ
る
秦
鼎
の
『
荘
子
因
補
注
』
や
新
新
な
学
問
と
し
て
輸
入
さ
れ
て
き
た
中
国
の
明
清
註
疏
で
あ
る
胡
文
英
の

『
荘
子
独
見
』
や
林
西
仲
の
『
荘
子
因
」
な
ど
も
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
か
ら
も
考
証
学
者
と
し
て
の
昭
陽
の
な
み

な
み
な
ら
ぬ
集
書
の
努
力
を
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

『
荘
子
墳
説
』
の
思
想
解
釈
に
つ
い
て
は
、
大
自
在
に
よ
っ
て
「
迫
遥
遊
」
を
解
釈
し
、
「
養
生
主
」
の
究
極
は
人
間
界
に
お
い
て
自
由
自
在

に
生
き
る
道
に
到
達
す
る
こ
と
と
す
る
の
は
、
荘
子
思
想
の
正
し
い
理
解
で
あ
る
。
と
く
に
論
理
的
分
析
に
よ
っ
て
斉
物
論
篇
を
探
究
す
る

こ
と
や
、
「
和
は
荘
子
の
第
一
義
」
と
の
見
解
は
、
江
戸
時
代
の
荘
子
研
究
に
お
け
る
優
れ
た
見
解
と
称
し
て
よ
い
。
し
か
も
先
に
も
述
べ

た
よ
う
に
、
「
成
和
の
惰
」
の
究
極
は
自
然
の
平
衡
を
得
て
、
す
べ
て
の
対
立
を
調
和
さ
せ
る
と
い
う
解
釈
は
従
来
「
迫
遥
遊
」
や
「
斉
物

論
」
を
中
心
と
す
る
中
国
の
主
な
『
荘
子
』
解
釈
に
昭
陽
独
自
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
も
っ
て
同
様
な
結
論
に
達
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
考

一
六
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え
る
と
、
以
上
の
ご
と
き
、
昭
陽
の
『
荘
子
璃
説
』
は
江
戸
末
期
の
日
本
漢
学
の
優
れ
た
成
果
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。

注

（1
）
従
来
の
日
本
漢
学
史
で
は
、
一
般
に
亀
井
南
冥
・
昭
陽
父
子
を
但
徳
学
派
に
所
属
せ
し
め
て
い
る
。
例
え
ば
牧
野
謙
次
郎
『
日
本
漢
学
史
』
等
。

（2
）
『
読
弁
道
』
一
巻
は
、
文
化
九
年
、
昭
陽
四
十
歳
の
時
の
講
述
で
あ
り
、
天
保
七
年
、
昭
陽
没
し
て
数
か
月
後
、
昭
陽
の
嗣
子
鉄
次
郎
が
書
写
し
、
翌
天

保
八
年
浪
速
書
林
よ
り
刊
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
『
日
本
儒
林
叢
書
』
第
四
巻
に
収
載
。

（3
）
『
家
学
小
言
』
は
一
巻
、
文
政
七
年
、
昭
揚
が
一
圭
禅
師
の
た
め
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
『
亀
井
南
冥
・
昭
陽
全
集
」
に
収
載
。

（4
）
『
家
学
小
言
』
第
二
十
五
章
。

（5
）
町
田
三
郎
先
生
「
『
漢
学
』
二
題
」
（
地
域
に
お
け
る
国
際
化
の
歴
史
的
展
開
に
関
す
る
総
合
研
究
l
九
州
地
域
に
お
け
る
l
）
を
参
照
。

（6
）
『
碩
水
先
生
遺
書
』
巻
十
一
。
原
漢
文
。

（7
）
『
万
暦
家
内
年
鑑
』
は
文
化
十
二
年
刊
、
亀
井
家
の
族
譜
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
『
亀
井
南
冥
・
昭
陽
全
集
』
八
巻
に
収
載
。

（8
）
『
空
石
日
記
』
は
四
十
巻
、
昭
陽
の
文
政
元
年
九
月
一
日
か
ら
天
保
六
年
九
月
に
か
け
て
の
十
九
年
間
の
日
記
で
あ
る
。
『
亀
井
南
冥
・
昭
陽
全
集
』
七

巻
に
収
載
。

（9
）
『
家
学
小
吾
一
口
』
第
三
十
二
章
に
は
い
う
、
「
我
門
不
設
多
少
条
目
、
以
百
事
主
忠
信
為
教
。
唯
是
三
字
、
終
身
用
之
有
余
。
」
こ
れ
に
よ
っ
て
、
学
問
の
実

用
性
を
尊
重
す
る
の
が
聖
人
の
立
言
の
宗
旨
で
あ
る
と
昭
陽
が
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
炉
る
。
そ
れ
は
、
昭
陽
の
学
問
の
本
質
が
心
性
論
よ
り
具
体
的
な

考
証
学
の
徹
底
的
な
探
究
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

（
m）
徳
充
符
篇
の
「
命
物
之
化
」
の
注
。

（
日
）
斉
物
論
篇
の
「
五
回
喪
我
」
の
注
。

（
ロ
）
向
上
の
「
因
是
己
」
の
注
。

（
日
）
迫
遥
遊
篇
の
「
無
何
有
之
郷
」
の
注
。

［
附
記
］
本
稿
は
、
平
成
五
年
九
州
大
学
特
定
研
究
費
に
よ
る
「
江
戸
期
漢
学
者
の
中
国
思
想
受
容
に
関
す
る
研
究
」
（
代
表
町
田
三
郎
氏
）
に
参
加
し
て
得
ら

れ
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


